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第2章　犯罪被害者等のための具体的施策と進捗状況

刑事手続への関与拡充への取組第３節

	1	 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等（基本法第18条関係）

⑴　医療機関における性犯罪被害者から
の証拠採取等の促進

【施策番号104】
警察庁において，医療機関における性犯罪

被害者からの証拠採取及び採取した証拠の保
管に関する医療機関との連携の在り方等につ
いて，医療機関との間で証拠の採取・保管に
必要な資機材の整備に向けた検討を行うな
ど，その取組を推進している。

⑵　冒頭陳述等の内容を記載した書面交
付の周知徹底及び適正な運用

【施策番号105】
検察庁において，犯罪被害者等の希望に応

じ，公訴事実の要旨や冒頭陳述の内容などを
説明するとともに，冒頭陳述の内容を記載し
た書面などの交付を全国で実施している。

また，法務省・検察庁において，それらに
ついて，会議や研修などの様々な機会を通じ
て検察官などへの周知徹底を図り，一層適正
に運用されるよう努めている。

⑶　被害者参加人への旅費等の支給に関
する検討

【施策番号106】
平成19年6月20日に成立した「犯罪被害者

等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法
等の一部を改正する法律」により，「刑事訴
訟法」が一部改正され，裁判所から参加を許
された犯罪被害者等が，原則として公判期日
に出席できるとともに，一定の要件の下で証
人の尋問や被告人に対する質問，意見の陳述
ができる「被害者参加制度」（P33【相談先整
理番号62】参照）が創設され（平成20年12月
1日施行），法務省・検察庁において，その
円滑な運用に取り組んでいる。

さらに，第2次基本計画により，法務省に
おいて，犯罪被害者等が被害者参加制度を利

用して裁判所に出廷する際の旅費等の負担を
軽減するための制度の導入について検討を行
い，2年以内を目途に結論を出し，必要な施
策を実施することとされたところ，公判期日
等に出席した被害者参加人が日本司法支援セ
ンターから旅費，日当及び宿泊料の支給を受
けられるようにすることを内容とする，「犯
罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑
事手続に付随する措置に関する法律及び総合
法律支援法の一部を改正する法律」（平成25
年法律第33号）が平成25年6月成立した（同
年12月1日施行）（P36【相談先整理番号68】
参照）。

⑷　被害者参加人のための国選弁護制度
における資力要件に関する検討

【施策番号107】
平成20年4月16日に成立した，「犯罪被害

者等の権利利益の保護を図るための刑事手続
に付随する措置に関する法律及び総合法律支
援法の一部を改正する法律」により被害者参
加人のための国選弁護制度が創設（「被害者
参加制度」と同じく，同年12月1日施行）さ
れ，裁判所から参加を許された被害者参加人
につき，その資力が乏しい場合であっても弁
護士の援助を受けられるようになった。被害
者参加人のための国選弁護制度の開始を受
け，日本司法支援センターにおいて，国選被
害者参加弁護士の候補を指名し，裁判所に通
知するなどの業務を行っており，その円滑な
運用に取り組んでいる（P36【相談先整理番
号69】参照）。

さらに，第2次基本計画により，法務省に
おいて，被害者参加人のための国選弁護制度
における被害者参加人の資力要件の緩和につ
いて，被害者参加人の旅費と併せて検討を行
うこととされたところ，被害者参加人の資力
基準について，その算定の基礎となる必要生
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計費等を勘案すべき期間を3月間から6月間
に伸張することにより，国の費用で被害者参
加弁護士が選定される被害者参加人の範囲を
拡大することを内容とする，「犯罪被害者等
の権利利益の保護を図るための刑事手続に付
随する措置に関する法律及び総合法律支援法
の一部を改正する法律」（平成25年法律第33号）
が平成25年6月成立した（同年12月1日施行）。

資力要件の緩和

転載：政府広報オンライン

被害者参加人のための国選弁護制度におい
ては，日本司法支援センターは，国選被害者
参加弁護士の候補となる弁護士の確保のほ
か，国選被害者参加弁護士の候補を裁判所に
指名通知するなどの業務を行っている。平成
26年1月現在，被害者参加弁護士契約弁護士
は3,589人となっており，平成25年4月1日
から平成26年1月末日までの国選被害者参加
弁護士の選定請求受付件数は322件385人で
あった。

日本司法支援センターによる支援

業　　務 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度※

犯罪被害者支援業務

国選被害者参加弁護士選定
請求件数

２9件
※平成２０年１２月～ ２０４件 ２３１件 ２8２件 ３０２件 ３２２件

国選被害者参加弁護士選定
請求者数

３２人
※平成２０年１２月～ ２３8人 ２99人 ３５１人 ４０１人 ３8５人

被害者参加弁護士契約弁護士数 １,8４４人
平成２１年４月現在

２,２１9人
平成２２年４月現在

２,４76人
平成２３年４月現在

３,０１４人
平成２４年４月現在

３,３３５人
平成２５年４月現在

３,５89人
平成２6年１月現在

※平成２５年度は，平成２6年１月末現在の速報値である。

提供：法務省

⑸　公判記録の閲覧・謄写制度の周知及
び閲覧請求への適切な対応

【施策番号108】
検察庁において，犯罪被害者等向けパンフ

レット「犯罪被害者の方々へ」（P75【施策番
号117】参照）等により，犯罪被害者等から
刑事事件の訴訟記録の閲覧・謄写の申出があ
り，相当と認められるときは，刑事事件が係
属中であっても，閲覧・謄写が可能である旨
の周知を図っている（P32【相談先整理番号
60】参照）。また，検察庁において保管する
訴訟終結後の刑事事件の裁判書や記録（いわ
ゆる確定記録）については，保管検察官の許
可を得て誰でも閲覧することが可能である
が，その閲覧に際して，犯罪被害者等に対
し，被告人や証人等の住所を開示するかどう
かについては，裁判の公正担保の必要性と一
般公開によって生じるおそれのある弊害等を

比較考慮して，その許否を判断すべきもので
あるところ，被害者保護の要請に配慮しつ
つ，適切な対応に努めている。

犯罪被害者等に公判記録の閲覧・謄写をさ
せた事例の延べ数は，平成25年1月から同年
12月までの間に，1,486件であった。

公判記録の閲覧・謄写状況

年次 記録の閲覧・謄写

平成２１年 １,３8３

平成２２年 １,２２５

平成２３年 １,３１１

平成２４年 １,４２6

平成２５年 １,４86

（注）
１　最高裁判所事務総局の資料（概数）による。
２�　高等裁判所，地方裁判所及び簡易裁判所における被害者等に公判
記録の閲覧謄写をさせた事例数及び同種余罪の被害者等に公判記録
の閲覧謄写をさせた事例数の合計である。

提供：法務省
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なお，不起訴記録は，非公開が原則である
が，交通事故に関する実況見分調書などの証
拠については，裁判所からの送付嘱託や弁護
士会からの照会に対し，開示することが相当
と認められるときは，これに応じている。

また，被害者参加制度の対象となる事件の
被害者等については，「事件の内容を知るこ
と」などを目的とする場合でも，捜査・公判
に支障を生じたり，関係者のプライバシーを
侵害しない範囲で，実況見分調書などを開示
し，弾力的な運用に努めている。

さらに，それ以外の事件の被害者等につい
ても，民事訴訟などにおいて被害回復のため
損害賠償請求権その他の権利を行使するため
に必要と認められる場合には，捜査・公判に
支障を生じたり，関係者のプライバシーを侵
害しない範囲で，実況見分調書などを開示し
ている（P32【相談先整理番号61】参照）。

⑹　犯罪被害者等と検察官の意思疎通の
充実

【施策番号109】
ア　法務省・検察庁において，犯罪被害者等

の意見が適切に刑事裁判に反映されるよ
う，また，公判期日の設定に当たっても，
犯罪被害者等の希望が裁判所に伝えられる
よう，適切な形で，検察官が犯罪被害者等
と十分な意思疎通を図ることを，会議や研
修などの様々な機会を通じて，検察官など
への周知に努めている。

【施策番号110】
イ　上記【施策番号109】参照

⑺　国民に分かりやすい訴訟活動
【施策番号111】

検察庁において，傍聴者などにも手続の内
容が理解できるように，難解な法律用語の使
用はなるべく避けたり，プレゼンテーション
ソフトなどを活用して視覚的な工夫を取り入
れたりするなど，国民に分かりやすい訴訟活
動を行うよう努めている。

⑻　保釈に関しての犯罪被害者等に対す
る安全への配慮の充実

【施策番号112】
P62【施策番号79】参照

⑼　上訴に関する犯罪被害者等からの意
見聴取等

【施策番号113】
法務省・検察庁において，検察官が上訴の

可否を検討するに当たり，犯罪被害者等の意
見を適切に聴取するよう，会議や研修などの
様々な機会を通じて検察官などへの周知に努
めている。

⑽　少年保護事件に関する意見の聴取等
各種制度の周知徹底

【施策番号114】
法務省・検察庁において，検察官に対し，

会議や研修などの様々な機会を通じて，少年
保護事件に関する意見の聴取の制度，少年審
判の傍聴，記録の閲覧・謄写の制度，家庭裁
判所が犯罪被害者等に対し少年審判の結果な
どを通知する制度（P34【相談先整理番号
63】参照）の周知を図っており，検察官が犯
罪被害者等に対して適切に情報提供できるよ
う努めている。また，これらの制度等につい
て解説した犯罪被害者等向けパンフレット

「犯罪被害者の方々へ」により，周知を図っ
ている（P75【施策番号117】参照）。

「少年法等の一部を改正する法律」（平成12年）の実績

年次
意見聴取 記録の

閲覧・謄写
審判結果など
の通知

申出の
あった人数

認められた
人数

申出の
あった人数

認められた
人数

申出の
あった人数

認められた
人数

平成
２１年 ２8２ ２7４ １,０77 １,０５7 １,２87 １,２79

平成
２２年 ２78 ２67 966 9４6 １,２３9 １,２３１

平成
２３年 ３8４ ３7０ １,０8３ １,０7５ １,２１３ １,２０7

平成
２４年 ４０１ ３8０ １,２6４ １,２３6 １,４３５ １,４２４

平成
２５年 ３３9 ３２５ １,２6１ １,２３４ １,４４０ １,４３8

（注）　最高裁判所事務総局の資料（概数）による。
提供：法務省
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⑾　少年審判の傍聴制度の周知徹底
【施策番号115】

平成20年の少年法改正により，一定の重大
事件の犯罪被害者等が少年審判を傍聴するこ
とができる制度が導入されるとともに，犯罪
被害者等による記録の閲覧・謄写の範囲が拡
大されるなどしたことから，上記のとおり，
法務省・検察庁においてこれらの制度の周知
を図っている（P34【相談先整理番号63】，
P74【施策番号114】参照）。

少年審判の傍聴の実施状況

年次 傍聴の対象となった事件数 傍聴を許可した事件数（人数）

平成２１年 ２２7 86（１76）

平成２２年 １５6 66（１４１）

平成２３年 １6５ 67（１２０）

平成２４年 １３２ ５9（� 78）

平成２５年 97 6４（� 8２）

（注）�　１　最高裁判所事務総局の資料（概数）による。�
　２�　平成２１年の数値は，平成２０年改正法の施行日である�
平成２０年１２月１５日から同月３１日までの数値を含む

提供：法務省

⑿　日本司法支援センターによる支援
【施策番号116】

日本司法支援センターにおいて，国民への
制度周知・広報の取組として，国民にとって
見やすく，かつ分かりやすい表現を心掛けた
犯罪被害者支援業務リーフレット（改訂版），
Q&Aリ ー フ レ ッ ト（「 犯 罪 被 害 者 支 援
Q&A」，「 ド メ ス テ ィ ッ ク バ イ オ レ ン ス

（DV）」）などの各種広報物（同センターホー
ムページ「刊行物」：http://www.houterasu.
or.jp/houterasu_gaiyou/kankoubutsu/）の
発行，地方公共団体などに依頼して広報物を
窓口に備え置いてもらう，各団体の機関紙に
同センターの紹介記事を掲載してもらうな
ど，関係機関・団体を通じた地道な広報活動
を進めているほか，全国各地でテレビや新聞
などのマスメディアを利用した広報を展開し
た。

今後も引き続き，日本司法支援センターに
おける犯罪被害者等に対する援助制度につい
ての周知・広報に努めていく。

⒀　刑事の手続等に関する情報提供の充実
【施策番号117】

ア　法務省において，被害者参加制度や少年
審判の傍聴制度など，犯罪被害者保護・支
援のための諸制度について分かりやすく解
説した犯罪被害者等向けパンフレット「犯
罪被害者の方々へ」を作成し，検察庁にお
いて犯罪被害者等から事情聴取をする際に
手渡すなどしているほか，各種イベントで
配布するなどしている。また，同パンフ
レットは，法務省及び検察庁ホームページ
へも掲載している。

その他，犯罪被害者等向けDVD「もし
も…あなたが犯罪被害に遭遇したら」を作
成しこれを全国の検察庁に配布して，犯罪
被害者等に対する説明に利用しているほ
か，法務省ホームページ（YouTube法務
省チャンネル）で配信している。
・法務省ホームページ：「犯罪被害者の

方々へ」http://www.moj.go.jp/keiji1/
keiji_keiji11.html

・法務省チャンネル：DVD「もしも…あな
たが犯罪被害に遭遇したら」http://
w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = 
lXmgyAoEM9E

犯罪被害者の方々へ

提供：法務省

警察庁において，「被害者の手引」の内
容を充実させている（P91【施策番号170】
参照）。


